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▽
会
場　

電
車
事
業
所
（
南
21
西

16
）・
隣
接
グ
ラ
ウ
ン
ド
（
南
22

西
15
）。

※
駐
車
場
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
の
上
、

お
越
し
く
だ
さ
い
。

詳
細　

市
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
（
222
）
４
８
９
４

国
民
健
康
保
険
料
納
付
と

　
　

夜
間
相
談
に
つ
い
て

　

８
月
末
は
平
成
22
年
度
国
民
健

康
保
険
料
第
３
期
分
の
納
期
限
で

す
の
で
、
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う

に
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
保
険
料
を
納
付
で
き
な

い
特
別
な
事
情
（
証
明
書
類
が
必

要
）
が
あ
り
、
平
日
の
午
後
５
時

15
分
ま
で
に
区
役
所
へ
お
越
し
に

な
れ
な
い
方
に
対
し
て
、
夜
間
相

談
を
行
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

▽
夜
間
相
談　

８
月
30
日
㈪
、
31

日
㈫
の
午
後
８
時
ま
で
。

※
夜
間
相
談
は
、
庁
舎
南
側
玄
関

か
ら
お
入
り
く
だ
さ
い
。

詳
細　

保
険
年
金
課
収
納
一
・
二

係�

☎
（
231
）
２
４
０
０

本
府
・
中
央
・
大
通
地
区

い
き
い
き
け
ん
こ
う
ひ
ろ
ば

　

さ
ま
ざ
ま
な
測
定
や
介
護
予
防

の
体
験
が
で
き
ま
す
（
先
着
50
人

に
粗
品
を
差
し
上
げ
ま
す
）。

▽
内
容　

体
内
年
齢
測
定
、
脳
年

齢
測
定
、
体
力
測
定
な
ど
。

▽
日
時　

８
月
25
日
㈬
午
前
10
時

～
午
後
１
時
。

▽
会
場　

大
通
公
園
ま
ち
づ
く
り

セ
ン
タ
ー
情
報
交
流
サ
ロ
ン
（
北

１
西
９
・
リ
ン
ケ
ー
ジ
プ
ラ
ザ
１

階
）。

　

市
電
と
市
電
沿
線
の
魅
力
を
再

発
見
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
今
年

も
市
電
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
を
開
催

し
ま
す
。

▽
内
容　

露
店
、
縁
日
、
ゲ
ー
ム

コ
ー
ナ
ー
、
ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン
ト
、

ミ
ニ
て
つ
く
ん
、
市
電
の
会
コ
ー

ナ
ー
、
市
電
と
綱
引
き
な
ど
市
電

と
触
れ
合
う
イ
ベ
ン
ト
多
数
。

▽
日
時　

８
月
29
日
㈰
午
前
10
時

～
午
後
４
時
（
雨
天
決
行
）。
荒

天
時
、
一
部
規
模
縮
小
あ
り
。　

▽
対
象　

本
府
・
中
央
・
大
通
地

区
在
住
の
方
お
よ
び
介
護
予
防
に

関
心
の
あ
る
市
民
。

▽
費
用
・
申
込　

無
料
・
不
要
。

当
日
直
接
会
場
へ
。

詳
細　

保
健
福
祉
課

☎
（
231
）
２
４
０
０
（
内
線
349
）

が
け
地
防
災
パ
ネ
ル
展
の

　
　
　
　

開
催
に
つ
い
て

　

９
月
１
日
は
「
防
災
の
日
」
で

す
。
が
け
崩
れ
の
危
険
は
あ
な
た

の
宅
地
の
近
く
に
も
あ
り
ま
す
。

お
住
ま
い
は
安
全
で
す
か
。

　

札
幌
市
で
は
、
市
民
の
方
に
日

ご
ろ
の
防
災
意
識
を
高
め
て
も
ら

う
た
め
に
「
が
け
地
防
災
パ
ネ
ル

展
」
を
開
催
し
ま
す
。

▽
日
時　

９
月
７
日
㈫
～
９
日
㈭

の
午
前
９
時
～
午
後
５
時
。

▽
会
場　

中
央
区
民
セ
ン
タ
ー
１

階
ギ
ャ
ラ
リ
ー
（
南
２
西
10
）。

詳
細　

都
市
局
宅
地
課

☎
（
211
）
２
５
１
２

事
業
所
で
の

　
　
　

ご
み
排
出
ル
ー
ル

　

商
店
や
事
務

所
、
飲
食
店
な

ど
の
事
業
所
で

発
生
し
た
ご
み

（
紙
く
ず
・
飲

食
物
の
容
器
や
包
装
等
も
対
象
）

の
処
理
な
ど
は
、
原
則
と
し
て

個
々
の
事
業
所
が
行
う
よ
う
法
律

で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ご
み
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
種
別
に
よ
っ
て
市
の
処
理
施

設
に
自
ら
搬
入
す
る
か
許
可
業
者

に
依
頼
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す

（
い
ず
れ
も
有
料
）。

　

な
お
、
一
般
家
庭
用
ご
み
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
へ
の
排
出
は
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
、
許
可
さ
れ
て
い
な
い

施
設
で
の
焼
却
や
不
法
投
棄
は
処

罰
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

詳
細　

環
境
局
事
業
廃
棄
物
課

☎
（
211
）
２
９
２
７
※◯環マークは中央区の環境への取り組みをお伝えするマークです。

消
す
心　

置
い
て
く
だ
さ
い　

火
の
そ
ば
に

中央区役所
　☎231-2400（南３西11）
中央保健センター
　☎511-7221（南３西11）
中央区土木センター
　☎614-5800（北12西23）
中央区民センター
　☎271-1100（南２西10）
旭山公園通地区センター
　☎520-1700（南９西18）

大通公園まちづくりセンター
　☎251-6353（北１西９）
東北まちづくりセンター
　☎251-8119（北２東２）
苗穂まちづくりセンター
　☎261-3669（北１東10）
東まちづくりセンター
　☎241-1696（南２東６）
豊水まちづくりセンター
　☎521-0204（南８西２）
西創成まちづくりセンター
　☎521-2384（南５西７）
曙まちづくりセンター
　☎511-0116（南11西10）
山鼻まちづくりセンター
　☎511-6371（南23西10）
幌西まちづくりセンター
　☎561-3256（南11西14）
西まちづくりセンター
　☎561-7124（南６西13）
南円山まちづくりセンター
　☎561-2472（南９西21）
円山まちづくりセンター
　☎611-3367（北１西23）
桑園まちづくりセンター
　☎621-3405（北７西15）
宮の森まちづくりセンター
　☎644-8760（宮の森２-11）

市コールセンター　☎222-4894

区役所関連施設

２
０
１
０

   

市
電
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

今月の　マーク環


